
広告欄

✓平成２０年４月２日～平成２２年４月１日生まれの方（新高２・３年代）

✓転入などで現在受給資格者証を持っていない平成２２年４月２日～平成２３年４月１日生まれ
の方（新高１年代）

（１）お子さまの健康保険資格確認証または資格情報のお知らせ
（２）預金通帳またはカードなどの口座情報がわかるもの（保護者名義）

申請時に必要なもの

《 お問い合わせ｜児童家庭課｜☎098-998-7163 》
詳しくは町ホームページをご確認ください▶

八重瀬町子ども医療費助成制度
高校生年代まで拡充！

現物給付（窓口無料）の対象年齢を拡充します！現物給付（窓口無料）の対象年齢を拡充します！

既に受給資格者証をお持ちの平成２２年４月２日以降に生まれた方（０歳から新高１年代）について
は、随時自宅に新しい受給資格者証を送付いたします。
→保険変更をされた方については、窓口にて変更手続きが必要です。
※有効期限令和８年３月までの受給資格者証は、令和８年４月より利用できませんのでご了承ください。

新規申請が必要な方

0歳から
中学校卒業まで
（通院費・入院費）

0歳から18歳到達後、
最初の3月31日まで
（通院費・入院費）

0歳 18歳まで

ここまで延びます！ここまで延びます！

102026.4

子育て

広報 やえせ

《 お問い合わせ｜児童家庭課｜☎098-998-7163 》

※手続きには期限があります。期限を過ぎてしまうと、加算を受けられない期間が発生する可能性
がありますので、内容をよくご確認の上、速やかにお手続きをお願いします。

令和8年４月１日時点で、監護及び生計費の負担のある大学生年代まで（２２歳年度末まで）のお子
様が３人以上いる人のうち、以下のいずれかに該当する人

「児童手当」に関する大切なお知らせ

現在多子加算（3子以降）に該当する人のうち、以下に該当する人は
　　“手続きが必要”　です。

1．申請が必要な人（以下のいずれかに該当する人）

■ 対象者全員（パターン１～３）
✓監護相当・生計費の負担についての確認書
※４/１時点で１８～２２歳年度末までのお子様の個人番号や住所（別居の場合）、進学の場合は通学先を記
入する必要があります。
（進学に伴う転出等を予定されている場合はなるべく転出後に提出をお願いします。）

■ 手当額の改定を伴う場合（パターン１、３）
✓児童手当額改定届
※ご家庭の状況により、パターン２に該当する人も提出をお願いする場合があります。

★対象と思われる方には、３月下旬頃に児童家庭課から申請の案内を送付する予定です。
　案内が来ていない方で上記のパターンに該当する方は児童家庭課へお問い合わせください。

※上記以外にも、児童手当の多子加算カウントされているお子様（～22歳年度末）状況に変化（お
子様と別居、お子様が婚姻等）がある場合には、随時お手続きが必要です。

2．申請書類

児童手当受給中のみなさまへ

申請期限：4月24日（金）まで

＋ ＋ ＋

高校卒業（１８歳年度未到達）
したお子様がいる
4/1以降、
・大学等へ進学
・就職するが、同居等に
より、監護・生計関係が
ある

4/1以降、
・大学等へ進学
・就職するが、同居等に
より、監護・生計関係が
ある

4/1以降、0歳～高校生年代の
お子様が2人以上いる。

支給対象児童
２人以上（～高校生）

短大や専門学校等を
卒業したお子様がいる

4/1以降、0歳～高校生年代の
お子様が1人以上いて、
大学生年代までのお子様を含め、
合計3人以上いる。

支給対象児童
1人以上（～高校生）

4/1以降、
・大学等へ進学
・就職するが、同居等に
より、監護・生計関係が
ある

学校（高校、短大等）を
卒業したお子様が2人以上いる

4/1以降、0歳～高校生年代の
お子様が1人以上いて、
大学生年代までのお子様を含め、
合計3人以上いる。

支給対象児童
1人以上（～高校生）

パターン1
（1番上のお子様が18歳）

パターン2
（1番上のお子様が19～22歳）

パターン3
（1番上のお子様が19～22歳）
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